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1. 概要 

本計算書は，「Ｖ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計

方針に基づき，フィルタ装置入口水素濃度が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機

能を有していることを説明するものである。 

フィルタ装置入口水素濃度は，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備

及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての構造強度評価及び

電気的機能維持評価を示す。 

 

2. 一般事項 

2.1 構造計画 

フィルタ装置入口水素濃度の構造計画を表 2－1に示す。 
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表 2－1 構造計画 

計画の概要 
概略構造図 

基礎・支持構造 主体構造 

検出器は，計器取

付ボルトにより計

装ラックに固定さ

れる。 

計装ラックはチ

ャンネルベースに

取付ボルトで固定

され，チャンネルベ

ースは床に基礎ボ

ルトで固定する。 

検出器 

 

 

 

 

 

  

計器取付ボルト 

計装ラック 

取付ボルト 

（長辺方向） 

床 

（短辺方向） 

側面 

基礎ボルト 

ケミカルアンカ 
チャンネルベース 

検出器 

正面 
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3. 固有周期 

フィルタ装置入口水素濃度の固有周期は，構造が同様な計装ラックに対する打診試験の結果算

定された値とする。 

 

4. 構造強度評価 

4.1 構造強度評価方法 

フィルタ装置入口水素濃度の構造は直立形計装ラックであるため，構造強度評価は，「Ｖ

-2-1-14-8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基

づき評価する。 

 

4.2 荷重の組合せ及び許容応力 

4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 

フィルタ装置入口水素濃度の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち重大事故等対処設備

の評価に用いるものを表 4－1に示す。 

 

4.2.2 許容応力 

フィルタ装置入口水素濃度の許容応力を表 4－2に示す。 

 

4.2.3 使用材料の許容応力評価条件 

フィルタ装置入口水素濃度の使用材料の許容応力評価条件のうち重大事故等対処設備の

評価に用いるものを表 4－3 に示す。 
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表 4－1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

計測制御 

系統施設 
その他 

フィルタ装置入口 

水素濃度 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－＊2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ 

ⅤＡＳ 

(ⅤＡＳとして 

ⅣＡＳの許容限界

を用いる。) 

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 
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表 4－2 許容応力（重大事故等その他の支持構造物） 

許容応力状態 

許容限界＊1,＊2 

（ボルト等） 

一次応力 

引張り せん断 

ⅣＡＳ 

1.5・ｆｔｉ

＊

1.5・ｆｓｉ

＊

ⅤＡＳ
（ⅤＡＳとしてⅣＡＳの 

許容限界を用いる。） 

注記 ＊1：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。 

＊2：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。 

表 4－3 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備） 

評価部材 材料 
温度条件 

（℃） 

Ｓｙｉ 

（MPa） 

Ｓｕｉ 

（MPa） 

Ｓｙｉ(ＲＴ) 

（MPa） 

基礎ボルト 

（i＝1） 
周囲環境温度 235 400 － 

取付ボルト 

（i＝2） 
周囲環境温度 235 400 － 
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5. 機能維持評価

5.1 電気的機能維持評価方法 

フィルタ装置入口水素濃度の電気的機能維持評価について，以下に示す。

電気的機能維持評価は，「Ｖ-2-1-14-8 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方

針」に記載の評価方法に基づき評価する。 

フィルタ装置入口水素濃度の機能確認済加速度には，同形式の検出器単体の正弦波加振試験

において，電気的機能の健全性を確認した評価部位の目標加速度を適用する。 

機能確認済加速度を表 5－1 に示す。 

表 5－1 機能確認済加速度 （×9.8 m/s2） 

評価部位 方向 機能確認済加速度 

フィルタ装置入口

水素濃度 

水平 

鉛直 
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6. 評価結果 

6.1 重大事故等対処設備としての評価結果 

フィルタ装置入口水素濃度の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示

す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能

を有していることを確認した。 

 

(1) 構造強度評価結果 

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。 

 

(2) 機能維持評価結果 

電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。 
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【フィルタ装置入口水素濃度の重大事故等対処設備としての評価結果】 

1. 重大事故等対処設備 

1.1 設計条件 

機  器  名  称 設備分類 
据付場所及び床面高さ 

（m） 

固有周期(s) 弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度 基準地震動Ｓｓ 

周囲環境温度

（℃） 水平方向 鉛直方向 
水平方向 
設計震度 

鉛直方向 
設計震度 

水平方向 
設計震度 

鉛直方向 
設計震度 

フィルタ装置 

入口水素濃度 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
(EL. 29.00) 

― ― ＣＨ＝1.55 ＣＶ＝1.17 

1.2 機器要目 

1.2.1 フィルタ装置入口水素濃度 

部     材 
Ｓyｉ 

(MPa) 

Ｓｕｉ 

(MPa) 

Ｆｉ 

(MPa) 

Ｆｉ 

(MPa) 

転倒方向 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ又は静的震度 

基準地震動 

Ｓｓ 

基礎ボルト 

(i＝1) 
235 400 － 280 － 長辺方向 

取付ボルト 

(i＝2) 
235 400 － 280 － 長辺方向 

部     材 
ｍｉ 
(kg) 

hｉ 
(mm) 

1ｉ
＊

(mm) 
2ｉ

＊

(mm) 
Ａbｉ 
(mm2) 

ｎｉ ｎfｉ
＊

基礎ボルト 

(i＝1) 

9 

2 

取付ボルト 

(i＝2) 

8 

2 
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注記 ＊：各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し， 

 下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。 



1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力   (単位：N)

1.4 結  論

1.4.1 ボルトの応力   (単位：MPa) 

部     材 材  料 応 力 
弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度 基準地震動Ｓｓ 

算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 

基礎ボルト 
引張り － － σｂ1＝20 fｔｓ1＝168＊

せん断 － － τｂ1＝4 fｓｂ1＝129

取付ボルト 
引張り － － σｂ2＝18 fｔｓ2＝210＊ 

せん断 － － τｂ2＝4 fｓｂ2＝161 

すべて許容応力以下である。     

2.4.2 電気的機能の評価結果  (単位：×9.8 m/s2)

評価用加速度 機能確認済加速度 

フィルタ装置入口 
水素濃度 

水平方向 1.29 

鉛直方向 0.98 

評価用加速度（1.0ZPA）はすべて機能確認済加速度以下である。 

部   材 

Ｆｂｉ Ｑｂｉ

弾性設計用地震動 
Ｓｄ又は静的震度 

基準地震動Ｓｓ
弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

基準地震動Ｓｓ

基礎ボルト 

(i＝1) 
－ 4.032×103 － 1.566×104 

取付ボルト 

(i＝2) 
－ 3.557×103 － 1.444×104 
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注記 ＊：ƒｔｓｉ＝Min[1.4・ƒｔｏｉ－1.6・τbｉ， ƒｔｏｉ]より算出



 

 

 
 

基礎ボルト 

ケミカルアンカ 

（短辺方向）

ｈ
1
 

（短辺方向） 

ｈ
2
 

（長辺方向） 

ｈ
2
 

取付ボルト 

転倒方向 

 12  22 

（ 12≦ 22） 

ｈ
1
 

（長辺方向） 

 11  21 

（ 11≦ 21） 

転倒方向 

A～A 矢視図 

転倒支点 転倒支点 

A～A 矢視図 

 
 

A A A A 

転倒支点となる 

基礎ボルト列 
引張りを受ける

基礎ボルト列 
転倒支点となる 
取付ボルト列 

引張りを受ける 
取付ボルト列 
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